
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
第
六
号
イ
及
び
ロ
中
「
事
案
」
の
下
に
「
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ハ

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
が
害
さ
れ
る
こ
と
そ
の
他
情
報
技
術
を
用
い
た
不
正
な
行
為
に
よ
り
生
ず

る
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
並
び
に
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
害
し
、
又
は
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
案
（
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
に
お
い
て
「
サ
イ
バ
ー
事
案
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
第
十
六
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
「
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
事
務
又
は
事
業
の
実
施
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
案

(1)

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
重
要
な
情
報
の
管
理
又
は
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
関
す
る
事
務

（ⅰ）

国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
停
止
し
、
又
は
低
下
し
た
場
合
に
国
民
生
活
又
は

（ⅱ）
経
済
活
動
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
生
ず
る
も
の
に
関
す
る
事
業



高
度
な
技
術
的
手
法
が
用
い
ら
れ
る
事
案
そ
の
他
の
そ
の
対
処
に
高
度
な
技
術
を
要
す
る
事
案

(2)

国
外
に
所
在
す
る
者
で
あ
つ
て
サ
イ
バ
ー
事
案
を
生
じ
さ
せ
る
不
正
な
活
動
を
行
う
も
の
が
関
与
す
る
事
案

(3)

第
五
条
第
四
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
そ
の
他
の
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
警
察
の
活
動
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
四
項
第
二
十
五
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
二
十
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
情
報
通
信
局
」
を
「
サ
イ
バ
ー
警
察
局
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
第
二
十
七
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、

第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
五

警
察
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

所
管
行
政
に
関
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
技
術
的
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

所
管
行
政
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。



第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
サ
イ
バ
ー
警
察
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

サ
イ
バ
ー
警
察
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
の
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
」
を
「
第
十
八
号
か
ら
第

二
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
関
東
管
区
警
察
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
三
十
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
東
管
区
警
察
局
は
、
全
国
を
管
轄
区
域
と
し
て
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
の

う
ち
第
五
条
第
四
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
所
掌
事
務
」
の
下
に
「
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
関
東
管
区
警
察
局
が
分
掌
す
る
事
務
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
四
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
に



改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
（
情
報
通
信
局
長
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
分
担
」
の
下
に
「
（
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
処
理
に
あ
つ
て
は
、
警
察
庁
及
び
関
係
都
道
府

県
警
察
間
の
分
担
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

長
官
は
、
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
つ
い
て
警
察
庁
と
都
道
府
県
警
察
が
共
同
し
て
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
処
理
に
関
す
る
方
針
を
定
め
、
警
察
庁
又
は
関
係
都
道
府
県
警
察
の
一
の
警
察
官
（
第

六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
要
求
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
、
当

該
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
処
理
に
関
し
、
当
該
方
針
の
範
囲
内
で
、
警
察
庁
及
び
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
察
職
員
に
対
し

て
必
要
な
指
揮
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
よ
り
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
処
理
に
関
し
て
警
察
庁
に
派
遣
さ
れ
た
都
道
府
県
警
察
の
警

察
官
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
管
理
の
下
に
、
当
該
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
の
処
理
に
必
要
な
限
度
で
、
全
国
に
お
い
て
、
職

権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
四
条
中
「
特
別
の
定
」
を
「
特
別
の
定
め
」
に
、
「
除
く
外
」
を
「
除
く
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と



し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
五
条
第
四
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
事
務
に
関
し
て
必
要
な
職
務
を
行
う
警
察
庁
の
警
察
官
は
、
こ
の
法
律

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
職
務
に
必
要
な
限
度
で
職
権
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
は
、
前
項
」
を
「
又
は
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
都
道
府
県
警
察
」
を
「
警
察
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
察
庁
の
警
察
官
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
察

官
の
当
該
職
務
執
行
に
つ
い
て
苦
情
が
あ
る
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
続
に

従
い
、
文
書
に
よ
り
苦
情
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



第
二
条

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
給
付
の
」
を
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
の
」
に
、
「
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
」
を

「
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
要
求
に
基
き
援
助
に
お
も
む
い
た
」
を
「
援
助
の
要
求
に
よ
り
派
遣
さ
れ

た
」
に
、
「
基
因
す
る
」
を
「
起
因
す
る
」
に
、
「
警
察
官
の
援
助
を
要
求
し
た
当
該
」
を
「
援
助
の
要
求
を
し
た
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
、
次
に
掲
げ
る
警
察
官
に
協
力
援
助
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
そ
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

警
察
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
よ
り
警
察
庁
に
派
遣
さ
れ
た
警
察
官

二

警
察
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
布
告
区
域
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
布
告
区
域
以

外
の
区
域
に
派
遣
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
域
を
含
む
。
）
に
派
遣
さ
れ
当
該
区
域
内
に
お
い
て
職
務
を
行
つ
た

警
察
官

（
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



第
三
条

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
認
め
る
」
の
下
に
「
警
察
庁
又
は
」
を
加
え
、
「
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
指
示
を
行
う
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
警
察
に
関
係
書
類
を
送
付
す

る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

警
察
庁
が
前
条
の
指
示
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
長
官
は
、
警
察
庁
の
司
法
警
察
員
に
前
項
の
処
分
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
警
察
庁
長
官
が
共
助
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

り
証
拠
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
収
集
し
た
証
拠
又
は
送
付
を
受
け
た
証
拠
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
認
め
る
」
の
下
に
「
警
察
庁
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次



の
一
項
を
加
え
る
。

６

警
察
庁
が
第
一
項
第
一
号
の
指
示
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
長
官
は
、
警
察
庁
の
警
察
官
に
調
査
の
た
め

の
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
中
「
認
め
る
」
の
下
に
「
警
察
庁
又
は
」
を
加
え
、
「
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
指
示
を
行
う
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
警
察
に
関
係
書
類
を
送
付
す

る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
前
項
の
」
を
「
警
察
庁
長
官
が
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

り
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
収
集
し
た
証
拠
又
は
送
付
を
受
け
た
証
拠
」
に
改
め
る
。



第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
認
め
る
」
の
下
に
「
警
察
庁
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九

項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
六
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
項
」
を
加
え
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
の
深
刻
化
に
鑑
み
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び
警
察
庁
の
所
掌
事
務

に
重
大
サ
イ
バ
ー
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
警
察
の
活
動
に
関
す
る
事
務
等
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
警
察
庁
が
当
該
活
動
を

行
う
場
合
に
お
け
る
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
警
察
庁
の
組
織
に
つ
い

て
、
サ
イ
バ
ー
警
察
局
を
設
置
す
る
等
の
改
正
を
行
う
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


